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～芦屋市議会は、市民の皆さまにより分かりやすく、親しま

れる議会だよりを目指しています。ぜひ皆さまのご意見をお

聞かせください～芦屋市議会事務局　℡ 0797-38-2001（直）

・・・・・・Ｐ２

・・・Ｐ８

ＮＨＫ合唱コンクールで賞を！
　精道中学校合唱部（部員数９名）は、顧問の西田先生、
早木先生の指導のもと、日々練習に励んでいます。
　最近では兵庫県総合文化祭に出場したり、福祉センター
でのイベントで合唱を披露しました。
　部員数は少ないですが、コンクールに出場するだけでな
く、入賞を目指して頑張ります。



　

　

平
成
二
十
七
年
第
四
回
定
例

会
は
、
十
一
月
二
十
五
日
か
ら

十
二
月
十
八
日
ま
で
の
二
十
四

日
間
の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

定
例
会
で
は
、
市
長
か
ら
、

教
育
委
員
会
委
員
選
任
の
人
事

案
件
、
芦
屋
市
屋
外
広
告
物
条

例
の
制
定
、
芦
屋
市
都
市
公
園

条
例
の
一
部
改
正
、
芦
屋
市
総

合
計
画
の
後
期
基
本
計
画
を
定

め
る
こ
と
に
つ
い
て
な
ど
、
計

二
十
二
件
の
議
案
の
提
出
が
あ

り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
議
案
の
う
ち
、
屋

外
広
告
物
条
例
の
制
定
は
、
景

観
行
政
団
体
へ
の
移
行
に
伴
い
、

本
市
の
ま
ち
な
み
に
ふ
さ
わ
し

い
屋
外
広
告
物
の
規
制
を
行
う

た
め
の
も
の
、
都
市
公
園
条
例

の
一
部
改
正
は
、
総
合
公
園
第

二
ス
ポ
ー
ツ
コ
ー
ト
の
改
修
に

伴
い
、
供
用
時
間
の
延
長
と
施

設
使
用
料
を
改
定
す
る
た
め
の

も
の
、
総
合
計
画
の
後
期
基
本

計
画
は
、
前
期
基
本
計
画
策
定

後
の
社
会
情
勢
や
本
市
を
取
り

巻
く
環
境
の
変
化
、
施
策
の
進

捗
や
新
た
に
策
定
さ
れ
た
課
題

別
計
画
な
ど
を
反
映
す
る
た
め

の
も
の
で
す
。

　

市
長
提
出
議
案
に
つ
い
て
は
、

各
常
任
委
員
会
で
慎
重
、
詳
細

な
審
査
を
行
い
、
芦
屋
市
屋
外

広
告
物
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

は
修
正
可
決
（
※
施
行
日
を
四

月
一
日
か
ら
七
月
一
日
に
変

更
）
し
た
ほ
か
、
そ
れ
以
外
の

議
案
に
つ
い
て
は
可
決
あ
る
い

は
同
意
し
ま
し
た
。

　

そ
の
他
「
労
働
基
準
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
慎
重

審
議
を
求
め
る
件
に
関
す
る
請

願
書
」
な
ど
二
件
の
請
願
が
提

出
さ
れ
、
付
託
さ
れ
た
民
生
文

教
常
任
委
員
会
で
審
査
の
後
、

「
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険

料
軽
減
特
例
措
置
の
維
持
、
継

続
を
求
め
る
請
願
書
」
を
本
会

議
で
採
択
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
員
提
出
議
案
と
し

て
、
「
戦
没
者
の
遺
骨
収
集
の

推
進
に
関
す
る
法
律
案
の
成
立

と
日
本
政
府
に
具
体
的
な
行
動

を
求
め
る
意
見
書
に
つ
い
て
」
、

「
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
を
す
べ

て
の
ひ
と
り
親
家
庭
ま
で
拡
大

す
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書
に

つ
い
て
」
の
二
件
を
そ
れ
ぞ
れ

可
決
し
ま
し
た
。

　

各
議
案
等
の
議
決
結
果
は
三

面
（
付
議
事
件
等
の
審
議
結

果
）
の
と
お
り
で
す
。
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議　決　結　果

第８４号議案 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 可　決 （賛成１６人　反対４人）

第８６号議案 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 可　決 （賛成１６人　反対４人）

第９４号議案 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 可　決 （賛成１６人　反対４人）

第９６号議案 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 × × × 可　決 （賛成１４人　反対６人）

第９６号議案修正案 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 可　決 （賛成１８人　反対２人）

第９８号議案 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 可　決 （賛成１９人　反対１人）

第１０１号議案 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 可　決 （賛成１６人　反対４人）

請願第５号 × 〇 × × ― × × × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 不採択 （賛成９人　反対１１人）

＊○ ･･･ 賛成、× ･･･ 反対、欠 ･･･ 欠席、棄 ･･･ 棄権、―･･･ 議長（議長は表決に参加しません。）

賛否の分かれた議案

芦
屋
市
屋
外
広
告
物
条
例
を
修
正
可
決

～
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
軽
減
特
例
措
置
の
維
持
、

　
　
　

継
続
を
求
め
る
請
願
書
を
全
会
一
致
で
採
択
～

平成２８年２月号

２

　芦屋市議会では、賛否の分かれた議案に対する議員個人の賛否を市議会だよりと

市議会ホームページで公開しています。今回賛否の分かれた議案等の採決の結果は

下表のとおりです。全ての議案等の審議結果については次ページの「付議事件等の

審議結果」をご覧ください。

議　案

議　員

人工芝コートに改修中の
総合公園第２スポーツコート



付議事件等の審議結果
議案番号 件　　　　　　　名 結　果

市　
　
　
　
　

長　
　
　
　
　

提　
　
　
　
　

出

８２ 芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する
条例の制定について 可　決

８３ 教育委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることについて 同　意

８４ 芦屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について 可　決

８５ 芦屋市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

８６ 芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

８７ 芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び芦屋
市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

８８ 芦屋市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 継続審査

８９ 芦屋市立体育館 ・青少年センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する
条例の制定について 可　決

９０ 芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

９１ 芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

９２ 芦屋市特定教育 ・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の
一部を改正する条例の制定について 可　決

９３ 芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

９４ 芦屋市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

９５ 芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条
例の制定について 可　決

９６ 芦屋市屋外広告物条例の制定について 修正可決

９７ 平成２７年度芦屋市一般会計補正予算 （第３号） 可　決

９８ 平成２７年度芦屋市公共用地取得費特別会計補正予算 （第１号） 可　決

９９ 平成２７年度芦屋市都市再開発事業特別会計補正予算 （第１号） 可　決

１００ 平成２７年度芦屋市病院事業会計補正予算 （第１号） 可　決

１０１ 芦屋市総合計画の後期基本計画を定めることについて 可　決

１０２ 芦屋市庁舎北 ・南館内外装改修工事請負契約の締結について 可　決

１０３ 損害賠償の額を定めることについて 可　決

議

員

提

出

５ 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案の成立と日本政府に具体的な行動を求
める意見書について 可　決

６ 寡婦 （寡夫） 控除をすべてのひとり親家庭まで拡大することを求める意見書につい
て 可　決

請

願

４ 後期高齢者医療の保険料軽減特例措置の維持、 継続を求める請願書 採　択

５ 労働基準法の一部を改正する法律案の慎重審議を求める件に関する請願書 不採択

陳

情

４ 子ども ・子育て支援新制度に対する意見書提出を求める陳情書
（民生文教常任委員会）

結論を
得ず

５ 政務活動費領収書等の HP上での公開を求める陳情書
（総務常任委員会） 採　択

６ 「芦屋市屋外広告物条例」 に関する陳情書
（建設公営企業常任委員会） 採　択

３

（※注３）陳情は（　　）内の委員会審査の結果で、本会議の結果ではありません。

議会日誌
１１月～１月

【１１月】
１日 ▼ 議会報告会

６日 ▼ 芦屋浜 ・南芦屋浜まちづくり

調査特別委員会行政視察 （環境処理センター）

９日 ▼ 議会運営委員会

１１日 ▼ 民生文教常任委員会行政視察

（山口県下関市 ・周南市）

１２日まで

１３日 ▼ 議会ＩＣＴ検討会議行政視察

（兵庫県丹波市）

１６日 ▼ 芦屋浜 ・南芦屋浜まちづくり

調査特別委員会

１７日 ▼ 議会運営委員会行政視察

（埼玉県所沢市・東京都立川市）

１８日まで

１９日 ▼ 建設公営企業常任委員会行政視察

（福岡県福岡市 ・北九州市）

２０日まで

２４日 ▼ 議案説明会

▼ 議会運営委員会

２５日 ▼ 本会議 （定例会第１日）

提案説明、 委員会付託

▼ 総務常任委員会

２７日 ▼ 全体協議会

▼ 議会運営委員会

３０日 ▼ 本会議 （定例会第２日）

委員長報告、 討論、 表決、

提案説明、 委員会付託等

【１２月】
１日 ▼ 建設公営企業常任委員会

▼ 建設公営企業常任委員協議会

２日 ▼ 民生文教常任委員会

３日 ▼ 総務常任委員会

７日 ▼ 議会運営委員会

８日 ▼ 本会議 （定例会第３日）

一般質問

９日 ▼ 本会議 （定例会第４日）

一般質問

１０日 ▼ 民生文教常任委員会

▼ 本会議 （定例会第５日）

一般質問

１１日 ▼ 建設公営企業常任委員会

１７日 ▼ 議会運営委員会

▼ 議会ＩＣＴ検討会議

１８日 ▼ 本会議 （定例会第６日）

各常任委員長報告、 討論、

表決等

▼ 議会運営委員会

▼ 建設公営企業常任委員会

▼ 議会報編集委員会

【１月】
１２日 ▼ 代表者会議

▼ 議会ＩＣＴ検討会議行政視察

（滋賀県大津市）

１９日 ▼ 芦屋浜 ・南芦屋浜まちづくり

調査特別委員会

２０日 ▼ 議会報編集委員会

２１日 ▼ 議会ＩＣＴ検討会議

（※注１）番号を黄色で色塗りしている議案は賛否の分かれた議案を表しています。
　　　　　詳細は２頁下段「賛否の分かれた議案」をご覧ください。

　今定例会で可決した意見書２件につきましては、地方自治法第９９条の規定により、芦屋市議
会からそれぞれの提出先に提出しています。

１　「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案の成立と日本政府に具体的な行動を求める意見　
　書について」
　　(提出先 ) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、厚生労働大臣
　　　　　　　防衛大臣

２　「寡婦（寡夫）控除をすべてのひとり親家庭まで拡大することを求める意見書について」
　　(提出先 ) 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

　なお、意見書の内容につきましては、芦屋市議会ホームページ「議員提出議案の審議結果」を
ご覧ください。

可決した意見書の取り扱いについて

限りある資源を大切に！本誌はリサイクルによる古紙を使用しています。

（
※
注
３
）

（※注２）継続審査とは、会期中に議決に至らなかったものを、議会の議決により閉会中や
　　　　　次の会期に審査を継続させることです。

（
※
注
２
）


